
香芝市訓令甲第２号 

                              各 部 課 

                              各出先機関 

 香芝市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

   香芝市事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 香芝市事務決裁規程（平成５年訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「もと」を「下」に改め、同条第１３号中「者」を「もの」

に改める。 

 第３条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１７条中「市行政全般の統計等の資料の作成及び編集に関すること」を「

次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。 

 (1) 市行政全般の統計等の資料の作成及び編集に関すること。 

 (2) 固定資産台帳の整理保管に関すること。 

 (3) 市営住宅の軽易な許可、承認及び取消しに関すること。 

 (4) 入札参加資格者の登録に関すること。 

 第１８条を削り、第１９条を第１８条とし、第２０条から第２３条までを１

条ずつ繰り上げる。 

 第２４条の見出し中「市民協働課長」を「地域振興課長」に改め、同条中「

市民協働課長」を「地域振興課長」に、「自治会に係る定例又は軽易な事務に

関すること」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。 

 (1) 自治会に係る定例的又は軽易な事務に関すること。 

 (2) 計量器検査の実施に関すること。 

 第２４条を第２３条とし、第２５条を第２４条とする。 

 第２６条を削り、第２７条を第２５条とし、第２８条から第３６条までを２

条ずつ繰り上げる。 

 第３７条第１号中「定例」を「定例的」に改め、同条を第３５条とする。 

 第３８条を第３６条とし、第３９条から第４１条までを２条ずつ繰り上げる。 

 第４２条第２項第１１号から第１３号までの規定中「管財課長」を「総務情

報課長」に改め、同条を第４０条とする。 

 第４３条を第４１条とし、第４４条から第４７条までを２条ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


